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一
頁

労
働
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

労
働
基
準
法
（
以
下
「
労
基
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
が
就
業
規
則
の
届
出
を
す
る
に
当

た
っ
て
労
基
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
べ
き
労
働
者
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
記
し
た
書
面
に
つ
い
て

、
当
該
労
働
者
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

労
基
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
定
め
る
許
可
、
認
可
、
認
定
若
し
く
は
指
定
の
申
請
、
届
出
又
は
報
告
に
用
い
る

べ
き
様
式
そ
の
他
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
、
使
用
者
は
こ
れ
に
氏
名
を
記
載
し
て
行
政
官
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

労
基
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者
が
行
政
官
庁
に
対
し
て
行
う
許
可
、
認
可
、
認
定
若
し
く

は
指
定
の
申
請
、
届
出
又
は
報
告
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
使
用
者
が
、
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
届
出
等
を
行

う
場
合
に
は
、
二
の
規
定
に
よ
る
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を



二
頁

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
当
該
使
用
者
の
氏
名

を
電
磁
的
記
録
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
す

る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

解
雇
制
限

労
働
時
間
延
長

許
可
申

四

除
外
認
定
申
請
書
、
解
雇
予
告
除
外
認
定
申
請
書
、
非
常
災
害
等
の
理
由
に
よ
る

解
雇
予
告

休
日
労
働

届

請
書
、
断
続
的
な
宿
直
又
は
日
直
勤
務
許
可
申
請
書
、
集
団
入
坑
の
場
合
の
時
間
計
算
特
例
許
可
申
請
書
、
企
画
業
務
型

監

視

裁
量
労
働
制
に
関
す
る
報
告
、
休
憩
自
由
利
用
除
外
許
可
申
請
書
、

に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
適
用
除
外
許

断
続
的
労
働

可
申
請
書
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
関
す
る
報
告
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
特
例
許
可
申
請
書
、
業
務
傷
病
に

関
す
る
重
大
過
失
認
定
申
請
書
、
適
用
事
業
報
告
及
び
預
金
管
理
状
況
報
告
の
様
式
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
押
印
を
す
る

欄
を
削
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

五

貯
蓄
金
管
理
に
関
す
る
協
定
届
、
一
箇
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
届
、
清
算
期
間
が
一
箇
月
を
超
え

る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
関
す
る
協
定
届
、
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
届
、
一
週
間
単
位
の
非
定



三
頁

時
間
外
労
働

時
間
外
労
働

型
的
変
形
労
働
時
間
制
に
関
す
る
協
定
届
、

に
関
す
る
協
定
届
、

に
関
す
る
労
使
委
員
会
の
決

休

日

労

働

休

日

労

働

時
間
外
労
働

議
届
、

に
関
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
決
議
届
、
事
業
場
外
労
働
に
関
す
る
協
定
届
、
専
門
業

休

日

労

働

務
型
裁
量
労
働
制
に
関
す
る
協
定
届
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
に
関
す
る
決
議
届
及
び
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
に
関
す
る
決
議
届
の
様
式
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
押
印
を
す
る
欄
を
削
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
様
式
に
記
載
の
あ

る
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
旨
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
半
数
代
表
者
」
と
い
う
。

）
で
あ
る
旨
及
び
当
該
記
載
が
過
半
数
代
表
者
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
当
該
過
半
数
代
表
者
が
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
を
示
す
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

事
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
の
一
部
改
正

一

労
基
法
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
証
明
す
る
書
面
は
、
事
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
第
一
条
に
規
定
す
る



四
頁

寄
宿
舎
に
寄
宿
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

と
。

設
置

二

寄
宿
舎
移
転
届
、
事
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
第
三
十
六
条
に
よ
る
適
用
特
例
許
可
申
請
書
及
び
事
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
第

変
更

二
章
適
用
除
外
許
可
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
押
印
を
す
る
欄
を
削
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
一
部
改
正

使
用
許
可
申
請
書
、
交
替
制
に
よ
る
深
夜
業
時
間
延
長
許
可
申
請
書
及
び
帰
郷
旅
費
支
給
除
外
認
定
申
請
書
の
様
式
に
つ

い
て
、
使
用
者
が
押
印
を
す
る
欄
を
削
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

最
低
賃
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（
略
）

第
五

建
設
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
の
一
部
改
正

一

労
基
法
第
九
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
証
明
す
る
書
面
は
、
建
設
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
第
一
条
に
規
定
す



五
頁

る
寄
宿
舎
に
寄
宿
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

設
置

二

寄
宿
舎
移
転
届
の
様
式
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
押
印
を
す
る
欄
を
削
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

変
更

第
六

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
賃
確
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が

、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
賃
確
則
第
九
条
第
二
項
の

申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
に
お
け
る
申
請
者
の
氏
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す

る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措

置
の
ほ
か
、
当
該
申
請
者
の
氏
名
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

賃
確
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
賃
確
則
第
十
四
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
に
お
け
る
申
請
者
の
氏



六
頁

名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
ほ
か
、
当
該
申
請
者
の
氏
名
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。


